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(57)【要約】
　本発明は、個人化データを備える認証データを備え、
第１の面（８’）および第２の反対の面（９’）と、個
人化データ、透明記録層（５ａ’）、透明プラスチック
上層（２ａ’）、ならびに記録層（５ａ’）および上層
（２ａ’）の間の不透明層（３ａ’）を備える複数の層
（２ａ’、３ａ’、５ａ’、５ｂ’）とを備える、デー
タキャリア（１’）、特にセキュリティ文書、たとえば
身分証明カードに関する。データキャリア（１’）を、
偽造を非常に困難にし、普通の機械を用いて高価な材料
を必要とせずに製造可能にするために、不透明層（３ａ
’）が窓（７ａ’）を備え、前記認証データの第１の認
証データが前記複数の層（２ａ’、３ａ’、５ａ’、５
ｂ’）の間で分割されて、第１の認証データが、少なく
ともその一部（１０Ｂ’）について、上層（２ａ’）に
対面する不透明層（３ａ’）の第１の面の上方または上
に提供され、第１の認証データの少なくとも残余部分（
１０Ａ１’、１０Ａ２’）が、窓（７ａ’）の下にレー
ザ刻印マーキング（１０Ａ１ａ’、１０Ａ２ｂ’）の形
態で、記録層に、または前記複数の層のうちの複数の透
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データキャリア（１、１’）であって、
　第１の面（８、８’）と、第１の面と反対側の第２の面（９、９’）と、個人化データ
を備える認証データが提供される複数の層（２、３、５、２ａ’、２ｂ’、３ａ’、３ｂ
’、４ａ’、４ｂ’、５ａ’、５ｂ’）とを備え、前記複数の層が、透明記録層（５、５
ａ’、５ｂ’）と、透明プラスチック上層（２、２ａ’）と、記録層（５、５ａ’）およ
び上層（２、２ａ’）の間の不透明層（３、３ａ’）とを備える、特にセキュリティ文書
などのデータキャリア（１、１’）であって、不透明層（３、３ａ’）が窓（７、７ａ’
）を備え、前記認証データの第１の認証データ（１０）が前記複数の層（２、３、５、２
ａ’、２ｂ’、３ａ’、３ｂ’、４ａ’、４ｂ’、５ａ’、５ｂ’）の間で分割されて、
第１の認証データ（１０）が、部分的に、少なくともその一部（１０Ｂ、１０Ｂ’）につ
いて、上層（２、２ａ’）に対面する不透明層（３、３ａ’）の第１の面の上方または上
に提供され、第１の認証データ（１０）の少なくとも残余部分（１０Ａ、１０Ａ１’、１
０Ａ２’）が、窓（７、７ａ’）の下にレーザ刻印マーキング（１０Ａａ、１０Ａ１ａ’
、１０Ａ２ｂ’）の形態で、記録層（５）に、または前記複数の層のうちの複数の透明記
録層（５ａ’、５ｂ’）に提供されることを特徴とする、データキャリア（１、１’）。
【請求項２】
　前記少なくとも第１の認証データ（１０）の残余部分（１０Ａ、１０Ａ１’、１０Ａ２
’）の画像を、所定の画角（α）から提供するために、窓（７、７ａ’）の上方に、デー
タキャリア（１、１’）の第１の面（８、８’）に配置されるレンチキュラ素子のアレイ
（１３、１３’）を備えることを特徴とする、請求項１に記載のデータキャリア（１、１
’）。
【請求項３】
　記録層（５）がドープ透明ＰＣ層であることを特徴とする、請求項１または２に記載の
データキャリア（１）。
【請求項４】
　記録層（５）がノンドープ透明ＰＶＣ層であることを特徴とする、請求項１または２に
記載のデータキャリア（１）。
【請求項５】
　記録層（５）の厚さ（Ｄ）が１００から８００μｍであることを特徴とする、請求項４
に記載のデータキャリア（１）。
【請求項６】
　記録層（５）および上層（２）の間の透明ＰＥＴ層（４）を特徴とする、請求項４に記
載のデータキャリア（１）。
【請求項７】
　上層（２）の厚さ（ｄ）が記録層（５）の厚さ（Ｄ）より小さく、ＰＥＴ層（４）の厚
さ（Ｓ）が記録層（５）の厚さより小さいことを特徴とする、請求項６に記載のデータキ
ャリア（１）。
【請求項８】
　記録層（５）の厚さ（Ｄ）が１５０から６００μｍであり、ＰＥＴ層（４）の厚さ（Ｓ
）が記録層（５）の厚さ（Ｄ）の０．２５から０．９倍であり、上層（２）の厚さ（ｄ）
がＰＥＴ層（４）の厚さ（Ｓ）の０．２から０．６倍であることを特徴とする、請求項６
または７に記載のデータキャリア（１）。
【請求項９】
　複数の記録層（５ａ’、５ｂ’）を備え、記録層（５ａ’、５ｂ’）が第１の記録層（
５ａ’）およびさらなる記録層（５ｂ’）を備えることと、これらの記録層がノンドープ
透明ＰＶＣ層であることとを特徴とする、請求項１または２に記載のデータキャリア（１
’）。
【請求項１０】
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　第１の記録層（５ａ’）の厚さ（Ｄａ’）が１００から６００μｍであり、さらなる記
録層（５ｂ’）の厚さ（Ｄｂ’）が１００から６００μｍであり、第１の記録層（５ａ’
）およびさらなる記録層（５ｂ’）の合わせた厚さ（Ｄａ’＋Ｄｂ’）が２００から８０
０μｍであることを特徴とする、請求項９に記載のデータキャリア（１’）。
【請求項１１】
　第２の透明プラスチック層（２ｂ’）が、さらなる記録層（５ｂ’）およびデータキャ
リア（１’）の第２の面（９’）の間に配置される、ことを特徴とする、請求項９に記載
のデータキャリア（１’）。
【請求項１２】
　さらなる記録層（５ｂ’）および第２の透明プラスチック層（２ｂ’）の間の第２の不
透明層（３ｂ’）を特徴とする、請求項１１に記載のデータキャリア（１’）。
【請求項１３】
　第２の不透明層（３ｂ’）が、さらなる記録層（５ｂ’）およびデータキャリア（１’
）の第２の面（９’）の間に第２の窓（７ｂ’）を備えることを特徴とする、請求項１２
に記載のデータキャリア（１’）。
【請求項１４】
　第２の不透明層（３ｂ’）の第２の窓（７ｂ’）が不透明層（３ａ’）の窓（７ａ’）
と位置合わせされて、データキャリア（１’）の第２の面（９’）から第１の面（８’）
へ、第２の不透明層（３ｂ’）の第２の窓（７ｂ’）および不透明層（３ａ’）の透明窓
（７ａ’）を通して見ることが可能になることを特徴とする、請求項１３に記載のデータ
キャリア（１’）。
【請求項１５】
　請求項１から１４のいずれか一項によるセキュリティ文書の形態のデータキャリア（１
、１’）であって、セキュリティ文書がカードの形態であることと、第１の認証データ（
１０）が肉眼で視認可能であることと、前記第１の認証データ（１０）の前記残余部分（
１０Ａ、１０Ａ１’、１０Ａ２’）が複数のレーザマーキング（１０Ａａ、１０Ａ１ａ’
、１０Ａ２ｂ’）から形成されることとを特徴とする、請求項２に記載のデータキャリア
（１、１’）。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、データキャリア、たとえばセキュリティ文書などに見られるセキュリティ機
能に関する。より詳細には、本発明は、第１の面と、第１の面と反対側の第２の面と、個
人化（パーソナライズド）データを備える認証データが提供される複数の層とを備えるデ
ータキャリアであって、前記複数の層が、透明記録層と、透明プラスチック上層と、記録
層および上層の間の不透明層とを備える、データキャリアに関する。記録層内の認証デー
タはレーザビームで作成されている。認証データは、典型的には、肉眼で視認可能なテキ
ストおよび／または数字、あるいは写真である。特に、データキャリアはセキュリティ文
書、たとえばパスポートまたは運転免許証、クレジットカードおよび銀行カードなどの身
分証明カードである。
【背景技術】
【０００２】
　データキャリア、たとえば身分証明カードおよびクレジットカードは、様々な目的で一
般にますます使用されている。身分証明カードは、人物の個人識別の側面を検証するのに
使用されるので、偽造に対して優れたセキュリティを提供すべきである。もちろん、他の
タイプのデータキャリアもまた、偽造に対して優れたセキュリティを提供すべきである。
データキャリアは偽造が不可能であるかまたは少なくとも非常に困難であるべきであると
いう要件にもかかわらず、視覚的に確認することが容易であるべきであり、また、大量生
産が容易であるべきである。これらの特徴は、同時に満たすことが難しい。
【発明の概要】
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【課題を解決するための手段】
【０００３】
　本発明の目的は、セキュリティに関する厳しい要件に適合し、大量生産に適したデータ
キャリア、特にデータカードを提供することである。本発明のデータキャリアは、不透明
層が窓を備え、前記認証データの第１の認証データが前記複数の層の間で分割されて、第
１の認証データが、部分的に、少なくともその一部について、上層に対面する不透明層の
第１の面の上方または上に提供され、第１の認証データの少なくとも残余部分が、窓の下
にレーザ刻印マーキングの形態で、記録層に、または前記複数の層のうちの複数の透明記
録層に提供されることを特徴とする。不透明層という表現は、完全に透明であるかまたは
部分的にしか透明でない（すなわち、半不透明または半透明の）層を意味するよう広く理
解されるべきである。窓という用語は、透明であるかまたは隣接する不透明層よりも優れ
た透明度を有する任意のシースルーの領域を意味するよう広く理解されるべきである。
【０００４】
　不透明層は、印刷用インクでできていてもよいが、代替的には、たとえば白色（または
着色）プラスチックで構成されてもよい。不透明層は、原理的には、任意のタイプの印刷
を含むことができるが、典型的には、名前および銀行などのロゴを含むことができる。そ
のような印刷は、代替的には、透明上層の下面に作成することができる。不透明層を用い
て、銀行または会社などを識別する所望のレイアウトをデータキャリアに与えることがで
きる。窓は、透明のプラスチックの窓または単に開口である。
【０００５】
　本発明に必須なことは、認証データ、たとえば写真、名前または日付を２つ以上の部分
に分割して、認証データの一部がデータキャリアの１つの層の中または上に配置される一
方で、認証データの少なくとも残余部分が、データキャリアの１つまたは複数の他の透明
記録層の中にレーザ刻印マーキングの形態で配置されるようにすることである。本発明は
、データキャリアの偽造を困難にしてデータキャリアのセキュリティを向上するこれらの
基本的な特徴に基づく。
【０００６】
　好ましくは、データキャリアは、前記少なくとも第１の認証データの残余部分の画像を
所定の画角から提供するために、窓の上方に、データキャリアの第１の面に配置されるレ
ンチキュラ素子のアレイを備える。レンチキュラ素子のアレイは、データキャリアのセキ
ュリティのレベルをさらに向上する。
【０００７】
　好ましくは、データキャリアは、第１の記録層およびさらなる記録層を備え、前記記録
層はノンドープ透明ＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）層である。そのようなノンドープＰＶＣ層
によって、データキャリアを経済的に製造することが可能になり、その理由は、ノンドー
プＰＶＣが安価な材料であり、その構造が、驚くことに、レンチキュラ素子のアレイを併
用したレーザ刻印技法によって変更できるためである。ノンドープＰＶＣ材料において強
いマーキングを受けるためには、ＰＶＣ層の厚さは１５０μｍを超えることが好ましい。
好ましくは、データキャリアが、さらなる記録層およびデータキャリアの第２の面の間に
配置される第２の透明プラスチック層を備え、第２の不透明層が、好ましくは、さらなる
記録層および第２の透明プラスチック層の間に配置され、第２の不透明層が、好ましくは
、さらなる記録層およびデータキャリアの第２の面の間に第２の窓を備え、第２の窓が不
透明層の窓と位置合わせされて、データキャリアの第２の面から第１の面へ、第２の不透
明層の第２の窓および不透明層の透明窓を通して見ることが可能になる。第２の窓によっ
て、記録層内のレーザ刻印マーキングを、データキャリアの第２の面（裏側）から識別す
ることが可能になる。
【０００８】
　好ましくは、記録層および透明プラスチック層の間に透明プラスチック層、好ましくは
ＰＥＴ層が存在する。二軸延伸ＰＥＴ層は、非常に強く、高い温度においてＰＶＣ層より
も耐久性があり、より優れた曲げ特性を有するために、データキャリアの耐久性が向上す
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るので、有利である。
【０００９】
　データキャリアの好ましい実施形態は、添付の従属請求項で与えられる。
【００１０】
　本発明によるデータキャリアの１つの主要な利点は、偽造が非常に困難であることであ
る。マーキングが提供された透明記録層は、跡を残さずに改ざんすることが非常に困難で
ある。データキャリアは、通常の機械によって、高価な材料を必要とせずに製造すること
ができる。
【００１１】
　本発明は、添付の図面を参照して説明される。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明による身分証明カードの形態のデータキャリアの図である。
【図２】図１の線ＩＩ－ＩＩに沿った、本発明の第１の実施形態の拡大断面図である。
【図３】本発明の第２の実施形態の拡大断面図であって、前記実施形態が、図１に示され
たデータキャリアに対応するデータキャリアであり、前記断面が、図１の線ＩＩ－ＩＩに
対応するデータキャリアからの線に沿ったものである、拡大断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図１に、パスポートまたは運転免許証などの身分証明カードの形態のデータキャリア１
を示す。身分証明カードは、第１の面８と、第１の面８と反対側の第２の面（図２で参照
符号９で表される）とを備えるセキュリティ文書である。身分証明カードは、破線で示さ
れたその部分領域２０に、個人化データの形態の第１の認証データ１０としてポートレー
トを備える。
【００１４】
　部分領域２０内のポートレートは、２つの部分、すなわち部分１０Ｂと残余部分１０Ａ
とから形成される。したがって、部分１０Ｂおよび１０Ａは合わせて完全な認証データを
形成し、これは肉眼で視認および識別可能である。ポートレートの代わりに、認証データ
は、たとえば任意の種類の写真、たとえばロゴとすることができる。部分１０Ｂは身分証
明カードの白色領域に配置され、残余部分１０Ａは窓７の中に配置される。白色領域の形
成および窓７の形成については、図２および図３の説明に関連して説明される。
【００１５】
　第１の認証データ１０の部分１０Ｂの上に、身分証明カードにより画定される面と平行
な平坦面を画定するレンチキュラ素子（レンチキュラレンズ）のアレイ１３が存在する。
レンチキュラ素子のアレイ１３は、可変レーザ画像アレイ（ＣＬＩ技術アレイ：ｃｈａｎ
ｇｅａｂｌｅ　ｌａｓｅｒ　ｉｍａｇｅ　ａｒｒａｙ）または複数レーザ画像アレイ（Ｍ
ＬＩ技術アレイ：ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｌａｓｅｒ　ｉｍａｇｅ　ａｒｒａｙ）である。レ
ンチキュラ素子のアレイは、識別文書（ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｄｏｃｕｍｅｎ
ｔ）から一般的に知られている。レンチキュラ素子のアレイの特徴によって、第１の個人
化データ１０の残余部分１０Ａは、レンチキュラ素子のアレイ１３の面に対して所定の角
度（または複数の所定の角度）からはっきりと識別することができるが、前記角度（また
は前記複数の所定の角度）から外れた角度からは、少なくとも適切に識別することができ
ず、これは図２の角度αを参照されたい。したがって、部分領域２０のポートレートの左
半分は、身分証明カードの面に対して角度αを形成する、または角度αに近い角度を形成
する方向からは、はっきりと見ることができる。好ましくは、角度αは直角とは異なる。
角度αが直角と異なる場合、複写（Ｘｅｒｏｘ－ｃｏｐｙ）によって、第１の認証データ
１０の部分１０Ａを再現することができず、その結果、第１の認証データ１０全体、すな
わちポートレートを再現することができない。
【００１６】
　身分証明カードの部分領域２１は、個人化データを備えるさらなる認証データ１１を備
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える。さらなる認証データ１１は、たとえばテキストおよび／または数字、たとえば、部
分領域２０に示された人物の名前および／または生年月日である。
【００１７】
　図２に、本発明によるデータキャリア１の非常に単純な構造および実施形態を断面図で
示す。断面図は、図１の線ＩＩ－ＩＩに沿ったものである。
【００１８】
　参照符号２は、透明プラスチック上層を表す。層２は、好ましくは、ドープＰＶＣ（ポ
リ塩化ビニル）層であり、層２は炭素でドープされている。ＰＶＣの代替として、層２は
、たとえば、透明ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）層とすることができる。レンチ
キュラ素子のアレイ１３は層２へ、層の一体部分として、当業者に知られている方法で作
成される。
【００１９】
　図２から理解されるように、第１の認証データ１０の部分１０Ｂは層２に形成される。
部分１０Ｂは、レーザ刻印技法で作成されるマーキング１０Ｂａを形成する暗いスポット
から形成される。代替的には、第１の認証データ１０の部分１０Ｂは、熱転写印刷により
層２の外面に組み込むことができる。そして、層２はドープ層である必要はない。
【００２０】
　また、層２は、前記さらなる認証データ１１を備える。さらなる認証データ１１は、レ
ーザ刻印技法で作成されるマーキング１１ａを形成する暗いスポットから形成される。代
替的には、さらなる認証データ１１は、熱転写印刷により層２の外面に組み込むことがで
きる。そして、層２はドープ層である必要はない。層２は、たとえば、ノンドープＰＶＣ
層またはノンドープＰＥＴ層とすることができる。さらに、他のタイプの透明プラスチッ
ク層が可能である。
【００２１】
　参照符号３は、層２の下に配置される不透明層を表す。不透明層３は、好ましくは、ス
クリーン印刷技術により製造される。不透明層３は、たとえば、白色（または着色）プラ
スチック層である。不透明層３の上面に印刷が存在することができる。代替的には、層２
の下面に印刷が存在することができる。一般的に、そのような不透明層３は、「白色スク
リーン層」または単に「白色層」と呼ばれるが、非常に良好に着色することができる。不
透明層３は、原理的には、身分証明カード内に有することを望む任意の種類の写真または
情報（非図示）を含むことができる。そのような写真または情報は、データキャリア１の
第１の面８から透明層２を通して見ることができる。写真に示された人物の名前が層２に
存在しない場合、不透明層３は、ポートレート２１に示された人物の名前を含むことがで
きる。不透明層３を用いて、カードに所望のレイアウトを与えることができる。不透明層
３は、たとえば、カードが名刺または銀行カードである場合に、それぞれ会社のロゴまた
は銀行のロゴを含むことができる。
【００２２】
　参照符号７は、不透明層３に作成される窓を表す。窓７は、シースルーの窓であるが、
開口または透明プラスチックの窓とすることができる。窓７は、レンチキュラ素子のアレ
イ１３の下に配置される。窓は、データキャリアに対して透明領域を形成する。
【００２３】
　参照符号４は、透明ＰＥＴ層を表す。代替的には、層４は、透明ＰＶＣ層または何らか
の他の透明プラスチック層、たとえばＨＤＰＥ層とすることができる。
【００２４】
　参照符号５は、第１の認証データ１０の残余部分１０Ａ、すなわち、図１のポートレー
トの残余部分を備える記録層を表す。記録層５は、透明ノンドープＰＶＣ層である。記録
層５はノンドープであるが、驚くべきことに、レンチキュラ素子のアレイを併用したレー
ザ刻印技法によって、記録層５の構造を変更して、記録層の厚さに沿った弱いレーザ刻印
マーキング１０Ａａが作成され、これらの弱いマーキング１０Ａａをはっきり区別できる
角度αでレンチキュラ素子のアレイ１３を通して見たときに、良好なコントラストを有す
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る黒色または非常に暗いスポットとして見えるようにすることができることがテストで発
見された。しかしながら、これは、記録層５の厚さが十分に大きいことを必要としていた
。記録層５の厚さＤは、好ましくは１００μｍより大きく、より好ましくは１５０μｍよ
りも大きくなければならない。マーキング１０Ａａは、図１のポートレートの残余部分１
０Ａを形成する。記録層５がノンドープであることによって、知られているＰＣおよびＰ
ＶＣのドープ層とは対照的に、灰色がかった外観を有さない。マーキング１０Ａａは、当
業者により理解されるように、刻印で使用されたレーザ光線の方向に対応する角度αから
レンチキュラ素子のアレイ１３および窓７を通して見ることができる。
【００２５】
　透明プラスチック層２、不透明層３および記録層５は、当業者により知られている方法
で互いに付着している。参照符号６は、記録層５を透明ＰＥＴ層４と結合する接着層を示
す。
【００２６】
　記録層５の厚さＤは、１００から８００μｍであり、好ましくは１００から７００μｍ
であり、さらに好ましくは１５０から６００μｍである。厚い記録層５によって、データ
カードのかなり深くまで達するために偽造が困難なマーキング１０Ａａを厚い記録層に作
成することができるので、データカードの安全性が向上する。透明層２の厚さは、記録層
５の厚さＤより小さい。透明層２の厚さｄは、記録層５の厚さＤの０．１から０．６倍で
ある。層５および２の厚さは合わせて、８４０μｍ以下である（＝Ｄ＋ｄ）。結合された
層５および２の厚さの範囲は、好ましくは１５０から８４０μｍである（＝Ｄ＋ｄ）。Ｐ
ＥＴ層４の厚さＳは、記録層５の厚さの０．２５から０．９倍である。上層２の厚さｄは
、透明プラスチック層４の厚さＳの０．２から０．６倍である。接着層６の厚さは無視で
きる。不透明層３は、代替的には、たとえば記録層５の下に配置することができる。
【００２７】
　図３に、本発明の好ましい実施形態を示す。この図では、図２のものに対応する参照符
号が、対応する部分について使用されている。図３の実施形態が図２に示された実施形態
と異なるのは、データキャリア１’の層および窓の数がより多いので、身分証明カードの
偽造がさらに困難となって安全性が向上するという点である。図３の実施形態は２つの記
録層、すなわち第１の記録層５ａ’と、さらなる記録層５ｂ’とを備える。これらはノン
ドープ透明ＰＶＣ層である。第１の認証データ１０Ａ’の残余部分１０Ａ１’、１０Ａ２
’は、これらの記録層５ａ’、５ｂ’の間で分割される。層５ａ’および５ｂ’内で分散
された残余部分１０Ａ１’、１０Ａ２’は、それぞれマーキング１０Ａ１ａ’および１０
Ａ２ｂ’から形成される。
【００２８】
　またさらに、データキャリア１’は、第２の面９’に底層として第２の透明プラスチッ
ク層２ｂ’を備え、第２の透明プラスチック層２ｂ’およびさらなる記録層５ｂ’の間に
第２の不透明層３ｂ’および第２の透明ＰＥＴ層４ｂ’を備える。第２の透明ＰＥＴ層４
ｂ’は、さらなる記録層５ｂ’に接着剤６ｂ’で付着している。第２のプラスチック層２
ｂ’は、好ましくはドープＰＶＣ層であるが、図２の上層２について説明されたように、
他のタイプのプラスチック材料、たとえばノンドーププラスチック層とすることができる
。第２のプラスチック層２ｂ’および第２の透明ＰＥＴ層４ｂ’の間に、第２の不透明層
３ｂ’が存在する。第２の不透明層３ｂ’は、代替的には、第２の記録層５ｂ’および第
２のＰＥＴ層４ｂ’の間などに配置することができる。プラスチック層２ｂ’はプラスチ
ック層２ａ’に対応し、第２の不透明層３ｂ’および第２の透明ＰＥＴ層４ｂ’はそれぞ
れ不透明層３ａ’および透明ＰＥＴ層４ａ’に対応する。第２の不透明層３ｂ’内に、不
透明層３ａ’の窓７ａ’に対応する第２の窓７ｂ’が存在する。しかしながら、データキ
ャリア１の第２の面９’には、レンチキュラ素子のアレイが存在しない。
【００２９】
　図３の実施形態では、層４ａ’および／または４ｂ’は、ＰＣ、ＰＶＣ、または合成紙
（たとえば、ＰＰＧ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ製の商標ＴＥＳＬＩＮを有するポリオレフィ
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【００３０】
　第２の不透明層３ｂ’の第２の窓７ｂ’は、不透明層３ａ’の窓７ａ’と位置合わせさ
れるので、データキャリア１’の第２の面９’からデータキャリア１’の第１の面８’へ
、窓７ｂ’および７ａ’を通して見ることが可能である。窓７ａ’および７ｂ’によって
、カードの裏側から、身分証明カードをひっくり返す必要なく、部分領域２０に含まれる
識別データの存在に気づくことができる。
【００３１】
　第１の記録層５ａ’の厚さＤａ’は１００から６００μｍであり、好ましくは１５０か
ら３００μｍである。さらなる記録層５ｂ’の厚さＤｂ’は１００から６００μｍであり
、好ましくは１５０から３００μｍである。記録層５ａ’および５ｂ’の合わせた厚さＤ
ａ’＋Ｄｂ’は、２００から８００μｍである。好ましくは、各ＰＥＴ層４ａ’、４ｂ’
の厚さＳａ’、Ｓｂ’は、記録層５ａ’、５ｂ’の合わせた厚さＤａ’＋Ｄｂ’の０．２
５から０．８倍であり、各透明プラスチック層２ａ’、２ｂ’の厚さｄａ’は、ＰＥＴ層
（ＰＥＴ層４ａ’またはＰＥＴ層４ｂ’）の厚さの０．２から０．６倍である。層２ａ’
、３ａ’、４ａ’、５ａ’、５ｂ’、４ｂ’、３ｂ’、２ｂ’の厚さは全体で２５０から
８４０μｍである。接着層６ａ’および６ｂ’の厚さは無視できる。好ましくは、厚さｄ
ａ’は厚さｄｂ’と一致し、厚さＳａ’は厚さＳｂ’と一致する。
【００３２】
　層および材料の上記の組み合わせによって、簡単かつ経済的に製造可能なデータキャリ
ア１’および身分証明カードが提供される。ＰＥＴは接着剤で簡単にＰＶＣに接着する。
高価なドープＰＣ（ポリカーボネート）層は使用されない。図３の実施形態は、記録層の
両側に同様の層を有する対称性によって有利である。対称な層によって、カードは簡単に
、製造の結果としてカードが反る虞なく、製造することができる。加えて、対称な身分証
明カードは耐久性がある。
【００３３】
　身分証明カードの製造方法、特に身分証明カードの製造方法の詳細なステップは、当業
者に良く知られているので、ここでは説明されない。
【００３４】
　基本的な製造方法は、積層工程、または代替的には、表面に準備されたレンチキュラ素
子のレンズプロファイルを有するダイカストツールでレンズプロファイルをホットスタン
プすることを含む。いくつかの会社が、ＣＬＩ機能を有する積層板を提供している。
【００３５】
　本発明は、本発明の２つの実施形態のみに関して上記で開示されている。本発明が特許
請求の範囲内において多数の異なる方法で実現可能であることは理解されたい。たとえば
、データキャリア内の層および部分領域の数、ならびにそれに含まれる認証データの数は
異なってもよい。たとえば、記録層の数を３以上として、第１の認証データの残余部分が
、データキャリアの異なる部分における３つ以上の記録層内に分散されるようにすること
ができる。また、異なる層に対して選択されるプラスチック材料は異なるものとすること
ができ、たとえば記録層は、強く推奨されるが、必ずしもノンドープＰＶＣである必要は
なく、ドープＰＣとすることができ、上側プラスチック層（２、２ａ’）はＰＶＣまたは
ＰＥＴである必要はない。部分領域２０内の第１の個人化データは、ポートレート以外の
何らかの他のデータとすることができる。したがって、データキャリアの部分領域のうち
の１つまたは複数における個人化データの内容は、異なるものとすることができる。デー
タキャリア（１、１’）は上記では身分証明カードとして説明されているが、代替的には
、たとえばクレジットカードまたは銀行カードとすることができる。
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明記録層（５ａ’、５ｂ’）に提供される。
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